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正
す
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別
表
第
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㈠
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十
円
」
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十
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」
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め
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表
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１
⑵
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「
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十
八
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五
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」
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「
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３
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○
円
」
に
、
「
二
四
、
〇
〇
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を
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㈢
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、
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二
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「
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、
二
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、
「
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三
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二
百
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に
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、
同
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十
一
㈣
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「
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千
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を
「
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千
五
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、
同
表
十
二
㈡
中
「
十
三
万
八
千
三
百
円
」
を
「
十
三
万
八
千
七
百
円
」
に
改
め
る
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◎群馬県告示第１２３号 

 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８８条第１項の規定により、群馬県国民健康保険診療報酬審査

委員会委員の定数を次のとおり定め、令和５年６月１日から施行する。 

 なお、群馬県国民健康保険診療報酬審査委員会委員の定数の告示（令和３年群馬県告示第１３３号）は、令和５

年５月３１日限り廃止する。 

  令和５年４月１４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 保険医及び保険薬剤師を代表する委員 ２７人 

 保険者を代表する委員 ２７人 

  公益を代表する委員 ２９人 

 

 

 

◎群馬県告示第１２４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第１２５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

■ 告  示 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

一般国道 ３５３号 渋川市村上字塩川２７１番
の４地先から同市同字同２
６３番の１地先まで 

前 １０．２～２０．１ １１９．１ 

後 １４．２～２７．１ １１９．１ 

 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

一般国道 ３５３号 渋川市村上字塩川２７１番の４地先から同市同字同
２６３番の１地先まで 

令和５年４月１４日 
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◎群馬県告示第１２６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、高崎都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 高崎市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 高崎都市計画下水道事業 高崎公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和４８年１２月２０日から令和８年３月３１日まで 

４ 事業地 

 (1) 汚水 

ア 収用の部分 昭和６３年群馬県告示第９７１号及び平成７年群馬県告示第４８３号の事業地を次のとおり

変更する。 

  阿久津町字堤上の一部を削除する。 

  イ 使用の部分 変更なし 

 (2) 雨水 

  ア 収用の部分 変更なし 

  イ 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１２７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、高崎都市計画、箕郷都市計画、榛名都

市計画及び吉井都市計画下水道事業の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条

第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 高崎市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 高崎都市計画、箕郷都市計画、榛名都市計画及び吉井都市計画下水道 高崎公

共下水道 

３ 事業施行期間 昭和４８年１２月２０日から令和８年３月３１日まで 

４ 事業地 

 (1) 汚水 

  ア 収用の部分 変更なし 

  イ 使用の部分  

(ｱ) 高崎都市計画下水道事業 昭和５５年群馬県告示第２４１号、昭和５７年群馬県告示第３４７号、昭和 

６０年群馬県告示第３１５号、昭和６１年群馬県告示第３０１号、昭和６３年群馬県告示第４５５号、昭

和６３年群馬県告示第９７２号、平成元年群馬県告示第８１３号、平成６年群馬県告示第１７９号、平成

６年群馬県告示第５５２号、平成７年群馬県告示第６９８号、平成９年群馬県告示第６２８号、平成１０
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年群馬県告示第１２３号、平成１０年群馬県告示第１８８号、平成１１年群馬県告示第２５３号、平成１

３年群馬県告示第３１４号、平成１４年群馬県告示第３６４号、平成１６年群馬県告示第１７４号、平成

１６年群馬県告示第１８８号、平成１６年群馬県告示第１９０号、平成１６年群馬県告示第４１３号、平

成１６年群馬県告示第４６７号、平成１７年群馬県告示第１８６号、平成２３年群馬県告示第１２１号、

平成２７年群馬県告示第１０２号、平成２８年群馬県告示第１４２号、令和元年群馬県告示第６号及び令

和３年群馬県告示第１３８号の事業地を次のとおり変更する。 

     棟高町字西新堀の一部を追加する。 

(ｲ) 箕郷都市計画下水道事業 昭和６２年群馬県告示第７１７号、平成５年群馬県告示第８２７号、平成７ 

年群馬県告示第３８７号、平成９年群馬県告示第１０６号、平成１２年群馬県告示第５１号、平成１６年

群馬県告示第１７５号、平成１６年群馬県告示第４１４号、平成２３年群馬県告示第１２１号、平成２８

年群馬県告示第１４２号及び令和３年群馬県告示第１３８号の事業地を次のとおり変更する。 

箕郷町上芝字上田屋、箕郷町矢原字山神及び箕郷町生原字薬師の各一部を追加する。 

(ｳ) 榛名都市計画下水道事業 昭和６３年群馬県告示第８５１号、平成８年群馬県告示第１９４号、平成１ 

０年群馬県告示第１２４号、平成１１年群馬県告示第５８０号、平成１３年群馬県告示第１７７号、平成

１４年群馬県告示第６２７号、平成１６年群馬県告示第６２７号、平成１７年群馬県告示第４７号、平成

２３年群馬県告示第１２１号、平成２８年群馬県告示第１４２号及び令和３年群馬県告示第１３８号の事

業地を次のとおり変更する。 

上里見町の一部を追加する。 

(ｴ) 吉井都市計画下水道事業 変更なし 

 (2) 雨水 

  ア 収用の部分 変更なし 

  イ 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１２８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、伊勢崎都市計画下水道事業の事業計画

の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 伊勢崎市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 伊勢崎都市計画下水道事業 伊勢崎公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和４６年１月５日から令和９年３月３１日まで 

４ 事業地 

 (1) 収用の部分 変更なし 

 (2) 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１２９号 
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、伊勢崎都市計画下水道、赤堀都市計画

下水道及び東都市計画下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項

の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 伊勢崎市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 伊勢崎都市計画下水道、赤堀都市計画下水道及び東都市計画下水道 伊勢崎公

共下水道 

３ 事業施行期間 平成１４年６月１８日から令和９年３月３１日まで 

４ 事業地 

 (1) 汚水 

  ア 収用の部分 変更なし 

  イ 使用の部分  

平成１４年群馬県告示第３６３号、平成１４年群馬県告示第５２２号、平成１４年群馬県告示第５６８号、

平成１５年群馬県告示第２４０号、平成１６群馬県告示第１７３号、平成１６年群馬県告示第６６４号、平成

１８年群馬県告示第５１４号、平成１８年群馬県告示第５１５号、平成１８年群馬県告示第５１６号、平成２

０年群馬県告示第１６９号、平成２０年群馬県告示第１７０号、平成２０年群馬県告示第１７１号、平成２０

年群馬県告示第１７２号、平成２４年群馬県告示第１３９号、平成２７年群馬県告示第３４１号、平成２９年

群馬県告示第１２９号、平成３０年群馬県告示第２０４号及び令和４年群馬県告示第１１７号の事業地を次の

とおり変更する。 

堀口町、八斗島町、除ケ町、大正寺町、富塚町、境百々東、境美原及び境三ツ木の各一部を追加する。 

 (2) 雨水 

  ア 収用の部分 変更なし 

  イ 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１３０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、渋川都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 渋川市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 渋川都市計画下水道事業 渋川公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和５４年３月１３日から令和８年３月３１日まで 

４ 事業地 

 (1) 収用の部分 なし 

 (2) 使用の部分 昭和５４年群馬県告示第１８６号、昭和６０年群馬県告示第４７０号、昭和６１年群馬県告示

第１７２号、平成３年群馬県告示第６１号、平成１０年群馬県告示第８９号、平成１６年群馬県告示第１７２

号、平成１６年群馬県告示第５４７号、平成２３年群馬県告示第９０号、平成２８年群馬県告示第１３１号及
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び令和３年群馬県告示第１４２号の事業地を次のとおり変更する。 

   渋川字折原、石原字大中子、字西浦及び字唐沢、行幸田字辻原、字六反及び字伊勢森、中村字前田、字道永、

字夏梅、字岡前、字蜂島、字十二及び字中島並びに半田字向大島、字大島及び字沼辺の各一部を追加する。 

 

 

 

◎群馬県告示第１３１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、渋川都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 渋川市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 渋川都市計画下水道事業 伊香保公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和３５年７月１日から令和９年３月３１日まで 

４ 事業地 

 (1) 収用の部分 変更なし 

 (2) 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１３２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、富岡都市計画下水道の事業計画の変更

を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 富岡市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 富岡都市計画下水道 富岡公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和５８年９月１６日から令和８年３月３１日まで 

４ 事業地 

 (1) 汚水 

  ア 収用の部分 なし 

  イ 使用の部分  

昭和５８年群馬県告示第７０９号、平成３年群馬県告示第２３０号、平成６年群馬県告示第１６８号、平成

９年群馬県告示第２７９号、平成１６年群馬県告示第５４０号、平成２３年群馬県告示第１３８号、平成２８

年群馬県告示第１４６号、平成２９年群馬県告示第１２５号及び令和３年群馬県告示第１４４号の事業地を次

のとおり変更する。 

七日市字大明神木、鳥坂、一峰及び旧郭、富岡字神田、簗場、馬見塚、久保、西芝宮、小舟東及び七五三田、

黒川字下川原及び向川原、別保字川向、一ノ宮字本宿及び鳥坂並びに田篠字塚原及び池ノ久保の各一部を削除

し、田篠字久保宿の一部を追加する。 

 (2) 雨水 
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  ア 収用の部分 なし 

  イ 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１３３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、みなかみ都市計画下水道事業の事業計

画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 みなかみ町 

２ 都市計画事業の種類及び名称 みなかみ都市計画下水道事業 みなかみ公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和５４年３月２０日から令和８年３月３１日まで 

４ 事業地 

 (1) 収用の部分 なし 

 (2) 使用の部分 平成２３年群馬県告示第１２７号、平成２８年群馬県告示第１５１号及び令和３年群馬県告示

第１５０号の事業地を次のとおり変更する。 

   大字大穴字大見堂、字森前、字高平及び下川原の各一部を削除する。 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

富岡都市計画下水道（富岡公共下水道）の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準

用する同法第２０条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  令和５年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 富岡都市計画下水道 富岡公共下水道 

２ 都市計画の変更年月日 令和５年３月１５日 

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部下水環境課及び富岡市建設水道部上下水道整備課 

 

 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第４号の規定による道路の指定

を、次のとおり取り消した。 

  令和５年４月１４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 
指定に係る 
道路の種類 

指定に係る 
道路の位置 

指定に係る道路 
の延長及び幅員 

メートル 

指 定 番 号 
指 定 年 月 日 
指定取消し年月日 

■ 公  告 
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１ 法第４２条第１項
第４号に規定する
道路 

藤岡市藤岡字祢宜林１４
５５－１の一部、１４５
５－４０、１４５５－４
３、１４５５－４５、１
４５５－５０、１４５５
－５１、１４５６－４、
１４５６－５、１４５７
－７、１４５８－６、１
４５９－５、１４６５－
３、１４６５－４、１４
６９－７、１４６９－
８、１４６９－９、１４
６９－１０、１４６９－
１１、１４６９－１２、
１４７０－４、１４７１
－３、字西ノ原２０５５
－２、２０５５－４、２
０５５－５、２０５６－
６、２０５６－７、２０
５６－８、２０５７－
７、２０５７－８、２０
５７－９、２０７７－１
２、２０７７－１３ 

延長  ３８３．００ 
幅員   １０．００ 

群馬県指令高土第８８６－２
号 
平成２５年１２月２０日 
令和５年３月２４日 

 

 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第４号の規定により、次のとお

り道路を指定した。 

  令和５年４月１４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 
指定に係る 
道路の種類 

指定に係る 
道路の位置 

指定に係る道路 
の延長及び幅員 

メートル 

指 定 番 号 
指定年月日 

１ 法第４２条第１項
第４号に規定する
道路 

みどり市大間々町塩原１
１４－２の一部、１１５
－２、１１５－２地先道
の一部、１１６－８の一
部、１１６－１１、１１
６－２１、１１６－２
３、１１６－２４ 

延長   １６．００ 
幅員   １４．５３ 

群馬県指令太土第３０２５５
－２号 
令和５年３月３０日 

 

 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。 

令和５年４月１４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太 
 

番号 指定に係る 指定に係る 指定に係る道路 指 定 番 号 
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道路の種類 道路の位置 の延長及び幅員 
メートル 

指定年月日 

１ 
 

法第４２条第１項
第５号に規定する
道路 
 

北群馬郡榛東村大字広馬
場字井戸尻２２７３－１ 

延長    ４７．９７ 
幅員     ６．１５ 
有効幅員   ６．００ 

群馬県指令前土第３０
４－２１号 
令和５年３月３日 

 

 

 

次のとおり落札者を決定した。 

  令和５年４月１４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 落札に係る物品等の名称、予定数量及び落札金額 
 

購入物品 予定数量 落札金額 

Canon LBP842C用トナーカートリッジ及び回収トナーボックス 
 ア トナーカートリッジ（ブラック）（大容量） 
 イ トナーカートリッジ（イエロー）（大容量） 
 ウ トナーカートリッジ（マゼンタ）（大容量） 
 エ トナーカートリッジ（シアン）（大容量） 
 オ トナーカートリッジ（ブラック）（通常容量） 
 カ トナーカートリッジ（イエロー）（通常容量） 
 キ トナーカートリッジ（マゼンタ）（通常容量） 
 ク トナーカートリッジ（シアン）（通常容量） 
 ケ 回収トナーボックス 

 
６４７本 
１８９本 
１７３本 
２０１本 
１４本 
１１本 
９本 
９本 

４８本 

 
２４，１５０円／本 
３０，２５０円／本 
３０，２５０円／本 
３０，２５０円／本 
１６，５８０円／本 
２０，５２０円／本 
２０，５２０円／本 
２０，５２０円／本 
３，１６０円／本 

 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計管理課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号  

３ 落札者を決定した日 令和５年３月２２日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６番地 

５ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

６ 入札公告をした日 令和５年２月７日 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和５年４月１４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 落札に係る物品等の名称、予定数量及び落札金額 
 

購入物品 予定数量 落札金額 

OKI C835dnwt用大容量トナーカートリッジ及びイメージドラム 
 ア トナーカートリッジ（ブラック）（大容量） 
 イ トナーカートリッジ（イエロー）（大容量） 
 ウ トナーカートリッジ（マゼンタ）（大容量） 

 
４６８本 
３４２本 
３５４本 

 
１６，１２０円／本 
１７，２２０円／本 
１７，２２０円／本 

■ 落  札 
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 エ トナーカートリッジ（シアン）（大容量） 
 オ トナーカートリッジ（ブラック）（通常容量） 
 カ トナーカートリッジ（イエロー）（通常容量） 
 キ トナーカートリッジ（マゼンタ）（通常容量） 
 ク トナーカートリッジ（シアン）（通常容量） 
 ケ イメージドラム（ブラック） 
 コ イメージドラム（イエロー） 
 サ イメージドラム（マゼンタ） 
 シ イメージドラム（シアン） 

３６０本 
４８本 
４２本 
４２本 
４２本 

１３２本 
１２０本 
１２０本 
１２０本 

１７，２２０円／本 
９，６５０円／本 

１０，３４０円／本 
１０，３４０円／本 
１０，３４０円／本 
９，８６０円／本 
９，８６０円／本 
９，８６０円／本 
９，８６０円／本 

 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計管理課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号 

３ 落札者を決定した日 令和５年３月２２日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ナブアシスト 群馬県前橋市元総社町５２１番地の８ 

５ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

６ 入札公告をした日 令和５年２月７日 

 

 

 

次のとおり落札者を決定した。 

  令和５年４月１４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 落札に係る物品等の名称、予定数量及び落札金額 
 

購入物品 予定数量 落札金額 

EPSON Offirio LP-S8160用リサイクルプリンタトナー、感光体ユ
ニット及び廃トナーボックス 
 ア リサイクルプリンタトナーブラック 
 イ リサイクルプリンタトナーイエロー 
 ウ リサイクルプリンタトナーマゼンタ 
 エ リサイクルプリンタトナーシアン 
 オ 感光体ユニットモノクロ 
 カ 感光体ユニットカラー 
 キ 廃トナーボックス 

 
 

１，５６８本 
５８２本 
４７０本 
５２４本 
２１２本 
４５５本 
２４３本 

 
 

６，７００円／本 
９，１５０円／本 
９，１５０円／本 
９，１５０円／本 
８，５００円／本 
８，５００円／本 
１，４１０円／本 

 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計管理課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号  

３ 落札者を決定した日 令和５年３月２２日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ナブアシスト 群馬県前橋市元総社町５２１番地の８ 

５ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

６ 入札公告をした日 令和５年２月７日 
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